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教育職員の免許状の授与等に関する規則の一部を改正する規則（教育委員会規則第４号） 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による教育職

員免許法の一部改正により、成年被後見人又は被保佐人に普通免許状等を授与しないこととする規定が削除さ

れること等に伴い、所要の整備を行うこととした。 

告         示 

兵庫県告示第458号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 
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  令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

平岡町土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        中 田 喜 高      加古川市平岡町新在家1040番地 

    同         兼 本   操      同  市平岡町土山531番地 

    同         小 南 好 弘      同  市平岡町土山940番地の２ 

    同         上 田 雅 敏      同  市平岡町高畑41番地 

    同         岩 坂 嘉       同  市平岡町新在家2354番地 

同         中 谷 正 博      同  市平岡町二俣883番地の１ 

    同         岸 田   保      同  市平岡町二俣224番地の５ 

    同         中 田 正 則      同  市平岡町新在家319番地 

    同         穴 田 泰 英      同  市平岡町新在家1001番地の１ 

   監 事        木 下   進      同  市平岡町西谷106番地  

    同         村 上 敏       同  市平岡町新在家1863番地の２ 

    同         井 上 義 樹      同  市平岡町一色東１丁目51番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        中 田 喜 高      加古川市平岡町新在家1040番地 

    同         中 田 正 則      同  市平岡町新在家319番地 

同         岩 坂 嘉       同  市平岡町新在家2354番地 

同         小 南 好 弘      同  市平岡町土山940番地の２ 

同         上 田 雅 敏      同  市平岡町高畑41番地 

同         穴 田 泰 英      同  市平岡町新在家1001番地の１ 

同         岩 本 信太郎      同  市平岡町土山544番地 

    同         二 川 義 信      同  市平岡町二俣488番地 

    同         南 澤 香 純      同  市平岡町二俣766番地の４ 

   監 事        村 上 敏       同  市平岡町新在家1863番地の２ 

同         井 上 義 樹      同  市平岡町一色東１丁目51番地  

    同         大 西   將      同  市平岡町西谷210番地 

 

兵庫県告示第459号  

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

土地改良区の名称 認可年月日 

引野土地改良区 令和元年９月９日 

荒原土地改良区   同  月20日 

 

 

兵庫県告示第460号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第67条第２項の規定により、次の土地改良区の解散を認可した。 

  令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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土地改良区の名称 認可年月日 

上構土地改良区 令和元年９月18日 

 

 

兵庫県告示第461号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第17項の規定により、次の土

地改良区から清算人の就任の届出があった。 

  令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

上構土地改良区 

  氏   名         住    所 

 西 山 隆 久    姫路市林田町上構243番地２ 

 矢羽野 信 介    同 市林田町上構215番地 

 栗 間 秀 典    同 市林田町上構201番地 

 三 村 英 生    同 市林田町上構233番地 

 石 間 和 宏    同 市林田町上構229番地 

 

兵庫県告示第462号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量及び４級基準点測量） 

２ 作業期間 

令和元年10月15日から同年12月25日まで 

３ 作業地域 

宍粟市波賀町谷地内 

 

兵庫県告示第463号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、神戸市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（数地図化） 

２ 作業期間 

令和元年10月１日から令和２年３月19日まで 

３ 作業地域 

神戸市の一部 

 

兵庫県告示第464号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、尼崎市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量） 

２ 作業期間 

令和元年10月１日から令和２年３月13日まで 

３ 作業地域 

尼崎市大高洲町及び東高洲町地内 

 

兵庫県告示第465号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、尼崎市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量） 

２ 作業期間 

令和元年10月１日から令和２年３月13日まで 

３ 作業地域 

尼崎市東難波町五丁目地内 

 

兵庫県告示第466号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、加古川市長から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（数値地形図データ更新） 

２ 作業期間 

令和元年９月25日から令和２年３月13日まで 

３ 作業地域 

加古川市全域 

 

兵庫県告示第467号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、三木市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（航空写真撮影） 

２ 作業期間 

令和元年９月５日から令和２年３月31日まで 

３ 作業地域 

三木市全域 

 

兵庫県告示第468号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量及び４級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成31年３月21日から令和元年７月24日まで 

３ 作業地域 

豊岡市竹野町下塚地内 

 

兵庫県告示第469号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、市川町長から次の

とおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（道路台帳図データ作成） 

２ 作業期間 

令和元年６月17日から同年９月25日まで 

３ 作業地域 

市川町の一部 

 

兵庫県告示第470号 

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定により、三田市福島土地区画整理組合の事業計

画の変更を次のとおり認可した。 

令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 組合の名称及び事務所の所在地並びに設立認可の年月日 

  組 合 の 名 称 三田市福島土地区画整理組合 

  事務所の所在地 三田市三輪二丁目１番１号（三田市役所内） 

  設立認可の年月日 平成28年８月25日 

２ 事業計画の変更の内容 

  事業施行期間 

  変更前 平成28年９月６日から平成33年３月31日まで 

  変更後 平成28年９月６日から令和４年３月31日まで 

３ 変更認可の年月日 

  令和元年10月８日 

公 告 

   大規模小売店舗の新設に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の規定により、次のとお

り大規模小売店舗の新設の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対し、

意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 ドラッグコスモス大江島店 

    所在地 姫路市網干区大江島91ほか 
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２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  名称 株式会社コスモス薬品 

  住所 福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号 

  代表者の氏名 宇 野 正 晃 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称           住所                  代表者の氏名 

株式会社コスモス薬品   福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号   宇 野 正 晃 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和２年５月14日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

1,652平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の収容台数 

68台 

(2) 駐輪場の収容台数 

20台 

 (3) 荷さばき施設の面積 

45平方メートル 

 (4)  廃棄物等の保管施設の容量 

10.52立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1)  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業を行う者の名称 開店時刻 閉店時刻 

株式会社コスモス薬品 午前９時 午後９時45分 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

午前８時30分から午後10時まで 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数 

出入口１箇所 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

午前６時から午後10時まで 

８ 届出年月日 

  令和元年９月13日 

９ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第１

課 

(2) 縦覧期間 

  令和元年10月８日から４月間 

10 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限  

令和２年２月10日 

(2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変

更の届出があった。 
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 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、同法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に

対し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和元年10月８日 

                 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 ダイレックス加西店 

    所在地 加西市北条町横尾432―１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称              住所                 代表者の氏名 

ＪＡ三井リース建物株式会社   東京都中央区銀座八丁目13番１号   工 藤 真 樹 

３ 変更事項 

(1) 大規模小売店舗の名称 

 ア 変更前 

（仮称）ダイレックス加西店 

 イ 変更後 

ダイレックス加西店 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 ア 変更前 

名称           住所                代表者の氏名 

ダイレックス株式会社   佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地   貞 方 宏 司 

 イ 変更後 

名称           住所                代表者の氏名 

ダイレックス株式会社   佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地   多 田 高 志 

４ 変更年月日 

令和元年５月23日ほか 

５ 届出年月日 

  令和元年８月13日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課 

(2) 縦覧期間 

  令和元年10月８日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和２年２月10日 

(2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

   大規模小売店舗の廃止に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の廃

止の届出があった。 

令和元年10月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 ジュンテンドー仁豊野店 

    所在地 姫路市仁豊野573―１ほか 

２ 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 
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2,213平方メートル 

３ 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 

０平方メートル 

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日 

  平成31年１月13日 

５ 届出年月日 

  令和元年９月４日 

 

都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和元年10月８日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

加古郡播磨町二子字中堤159番１、160番、170番２、170番４ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

高砂市米田町島２番地 

ヤング開発株式会社 代表取締役 伊 藤 勝 之 

３ 許可年月日及び許可番号 

令和元年９月９日 

兵庫県指令東播（加土）（建）第１－20－3号（30播磨） 

選挙管理委員会告示 

兵庫県選挙管理委員会告示第68号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

50分の１の数並びに同法第76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８

分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

は、次のとおりである。 

  令和元年10月８日 

                                   兵庫県選挙管理委員会 

                                     委員長 立 石 幸 雄   

選挙権を有する者の総数の50分の１の数           92,191 

  選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と

40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数      676,188 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第69号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項の規定による兵庫県議会議員の各選挙区における選挙権を

有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６

分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数。以下「選挙区における選挙権を

有する者の総数の３分の１等の数」という。）は、次のとおりである。 

令和元年10月８日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 立 石 幸 雄  

  (選 挙 区 名) 
選挙区における選挙権を有する 

者の総数の３分の１等の数 

神 戸 市 東 灘 区 

 

58,191
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神 戸 市 灘 区 

神 戸 市 中 央 区 

神 戸 市 兵 庫 区 

神 戸 市 北 区 

神 戸 市 長 田 区 

神 戸 市 須 磨 区 

神 戸 市 垂 水 区 

神 戸 市 西 区 

姫 路 市 

尼 崎 市 

明 石 市 

西 宮 市 

洲 本 市 

芦 屋 市 

伊 丹 市 

相 生 市 

豊 岡 市 

加 古 川 市 

たつの市及び揖保郡 

赤穂市、赤穂郡及び佐用郡 

西脇市及び多可郡 

宝 塚 市 

三 木 市 

高 砂 市 

川西市及び川辺郡 

小 野 市 

三 田 市 

加 西 市 

丹 波 篠 山 市 

養父市及び朝来市 

丹 波 市 

南 あ わ じ 市 

淡 路 市 

宍 粟 市 

加 東 市 

加 古 郡 

神 崎 郡 

美 方 郡 

36,097

36,360

30,207

60,551

26,703

45,190

61,265

67,118

139,892

129,353

83,701

132,380

12,504

26,705

55,777

8,323

22,779

73,556

30,609

22,650

17,254

64,672

21,770

25,229

52,826

13,219

31,310

12,384

11,646

15,263

17,928

13,336

12,530

10,673

10,810

18,069

11,938

9,191

 

兵庫県選挙管理委員会告示第70号 

 公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号並びに地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第106条、第114条、第117条及び第184条並びに漁業法施行令（昭和25年政令第30号）第９条に

おいて準用する公職選挙法施行令第55条第２項及び第４項第２号（最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和

23年政令第122号）第13条において衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による場合を含む。）の規定によ

り、不在者投票のできる施設を指定したので、平成13年兵庫県選挙管理委員会告示第27号（不在者投票のでき

る施設の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和元年10月８日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 立 石 幸 雄  

１ 病院及び介護老人保健施設の表加古川市の項中 
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「 

 フェニックス加古川記念病院 同 市米田町平津384―１ 

」 

を 

「 

 フェニックス加古川記念病院 同 市米田町平津384―１ 

 医療法人社団 仙齢会 いなみ野病院介護

医療院 

同 市平岡町土山字川池423―２ 

」 

に改める。 

２ 老人ホームの表南あわじ市の項中 

「 

 地域密着型介護老人福祉施設 いちごの

家・楽園おのころ 

同 市榎列下幡多804―１ 

」 

を 

「 

 地域密着型介護老人福祉施設 いちごの

家・楽園おのころ 

同 市榎列下幡多804―１ 

 特別養護老人ホーム フローラせいだん 同 市津井1804―２ 

」 

に改める。 

兵庫県瀬戸内海海区漁業調整委員会公告 

漁業法に基づく指示 

漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定に基づき、姫路市家島町地先海域に整備された播磨灘中

西部地区増殖場（加島地区及び三ツ頭島地区）の機能の確実な発揮を図るため、令和元年９月25日に次のとお

り指示した。 

令和元年10月８日 

                       兵庫県瀬戸内海海区漁業調整委員会 

会長 田 沼 政 男  

１ 指示番号 

  兵庫県瀬戸内海海区漁業調整委員会指示第1007号 

２ 指示事項 

何人も、次に掲げるＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ及びＡの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域並びにＧ、

Ｈ、Ｉ、Ｊ及びＧの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域においては、水産動植物を採捕してはならな

い。 

ただし、国又は兵庫県が調査研究のためにする採捕及び兵庫県瀬戸内海海区漁業調整委員会が公益のため

に必要であると認めた採捕については、この限りではない。 

〈各点の位置〉 

    Ａ 北緯34度39.300分、東経134度35.545分 

    Ｂ 北緯34度39.300分、東経134度35.680分 

    Ｃ 北緯34度38.752分、東経134度35.680分 

    Ｄ 北緯34度38.752分、東経134度35.422分 

    Ｅ 北緯34度38.927分、東経134度35.293分 

    Ｆ 北緯34度39.183分、東経134度35.293分 

    Ｇ 北緯34度36.971分、東経134度27.939分 
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    Ｈ 北緯34度36.542分、東経134度27.939分 

    Ｉ 北緯34度36.542分、東経134度27.587分 

    Ｊ 北緯34度36.823分、東経134度27.587分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 指示の有効期間 

令和元年10月１日から令和２年９月30日まで 
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教 育 委 員 会 規 則 

 

教育職員の免許状の授与等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和元年10月８日 

兵庫県教育委員会 

教育長 西 上 三 鶴 

兵庫県教育委員会規則第４号 

   教育職員の免許状の授与等に関する規則の一部を改正する規則 

 教育職員の免許状の授与等に関する規則（昭和54年兵庫県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

様式第２号を次のように改める。 

様式第２号（第６条－第11条関係） 

 

誓 約 書              

 

 私は、次の各号のいずれかに該当する者でないことを誓います。 

（１） 禁錮以上の刑に処せられた者（執行猶予を含む。） 

（２） 懲戒免職又は分限免職の処分を受け、免許状がその効力を失い、当該失効の日から３年を経過しな

い者 

（３） 免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から３年を経過しない者 

（４） 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

       年     月     日 

 

 

 

                          氏  名                ○印     

 様式第６号の２中「平成」を削る。 

   附 則 

この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第37号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、様式第６号の２の

改正規定は、公布の日から施行する。 

教 育 委 員 会 公 告 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

令和元年10月８日 

契約担当者                  

兵庫県立香住高等学校長 榮 羽   勝  

１  調達内容 

(1) 業務件名及び数量 

実習船「但州丸」定期検査及び整備一般工事 一式 

(2) 工事の内容及び仕様等 

      総トン数358トンの実習船「但州丸」の定期検査及び整備一般工事 

      仕様は入札説明書による。 

(3) 履行期限 

      令和２年３月26日（木） 
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(4) 履行場所 

実習船「但州丸」の定けい港（香住港）から270マイル以内の請負造船所 

(5) 入札方法 

      上記(1)の業務について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 平成26年４月１日以降に、国（公社・公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体等が所有する漁業に関す

る実習、練習、調査、取締り等を目的とする総トン数350トン以上の船舶を対象とした、この公告に示し

た業務と同様の業務について、国、地方公共団体等と契約を締結し、誠実に履行した実績を有する者であ

ること。 

(6) 実習船「但州丸」（総トン数358トン）が入渠
きょ

可能な乾ドック（乾船渠
きょ

）を所有する者であること。 

３ 入札参加申込書の提出場所等  

(1) 入札参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒669-6563 美方郡香美町香住区矢田40―１ 

                  兵庫県立香住高等学校 担当 井上 

                  電話（0796）36－1181 ＦＡＸ（0796）36－1182 

(2) 契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

      令和元年10月８日（火）から同月22日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後０時45分までを除く。） 

(3) 入札参加申込書の提出期限 

      この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

令和元年10月９日（水）から同月22日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後０時45分までを除く。） 

(4) 入札・開札の日時及び場所 

      令和元年11月18日（月）午後１時30分 兵庫県立香住高等学校 会議室 

(5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和元年

11月15日（金）午後５時までに、上記３(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

      契約希望金額（入札書記載金額の100分の110）の100分の５以上の額の入札保証金を令和元年11月14日

（木）正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険

契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 
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(3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て提出すること。 

(4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す項目を履行できることを証明する書類を

令和元年10月21日（月）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納付されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（令

和元年11月下旬）まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額、入札者の記名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

    ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

    コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

      (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

      (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

(6) 入札の無効 

ア 財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第90条の規定に該当する入札及び申込書等又は関係書類に虚

偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

イ  入札時点において、前記２に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札は、無効とする。 

    ウ 入札保証保険の保険期間が、上記(5)イに規定する期間に満たない者のした入札は、無効とする。 

  エ 入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札は、無効とする。 

    オ 入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

    カ 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消すものとする。 

(7) 契約書作成の要否 

      要作成 

(8) 落札者の決定方法 

      入札説明書に示す船舶の修繕等の業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則

第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者

を落札者とする。 

(9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1)  Name and title of head of the procuring entity: 

      Masaru Eiha, Principal of Hyogo Prefectural Kasumi Senior High School 

(2)  Nature and quantity of the services to be required: 

      Regular inspection and repair services of the fisheries training vessel, TANSHU-MARU, 1 set 

(3)  Contract fulfillment period:  

      March 26, 2020 

(4)  Contract fulfillment place:  
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      Dockyard near (270 N.M.) the Mother Port TANSHU-MARU (Kasumi Port) 

(5)  Deadline for the submission of tender application forms: 

      16:00 October 22, 2019 

(6)  Deadline for tender: 

      13:30 November 18, 2019 by direct delivery; 

      17:00 November 15, 2019 by mail  

(7)  Person to contact concerning the notice: 

      Ms. Inoue, Administrative Office, Kasumi Senior High School 

40-1 Yada, Kasumi-ku,  Kami-cho, Mikata-gun, Hyogo 669-6563  

      TEL (0796)36-1181  FAX (0796)36-1182 

警 察 本 部 公 告 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

令和元年10月８日 

契約担当者              

兵庫県警察本部長 加 藤 晃 久  

１ 落札に係る物品等又は役務の名称 

よう撃捜査支援装置（映像伝送型）賃貸借 

２ 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地 

兵庫県警察本部会計課 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和元年９月24日 

４ 落札者の名称及び住所 

  三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 東京都港区芝浦１丁目２番３号 

５ 落札金額 

730,290円（月額） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和元年８月16日 

31企 P1-001 A4


